
 

 

健生食輸発0331第１号 

令 和 ７ 年 ３ 月 31日 

 

 各検疫所長 殿 

 

健康・生活衛生局食品監視安全課  

輸入食品安全対策室長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

監視指導の強化に係る通知の廃止について 

 

輸入時検査の結果や海外における問題発生情報に基づき別紙の通知により実施して

いる監視指導の強化については、これまでの輸入実績や検査実績等を踏まえ、その取

扱いを廃止し、通常の監視体制とすることとしたので、御了知の上、対応方よろしく

お願いします。 

 



（別紙） 

 

・平成８年７月18日付け衛検第244号 

「中国産ロイヤルゼリーを使用した食品の取扱いについて」 

・平成13年４月13日付け食監発第63号 

「リステリア菌が検出された米国産食肉製品の取扱いについて」 

・平成21年６月29日付け食安輸発第0629001号 

「米国産牛肉の取扱いについて」 

・令和４年５月 27 日付け薬生食輸発 0527 第１号 

「米国産ピーナッツバターの取扱いについて」 

・令和５年４月 12 日付け薬生食輸発 0412 第１号 

「ベルギー産チョコレートの取扱いについて」 

・令和５年10月27日付け健生食輸発1027第２号 

「チリ産ブルーベリーの取扱いについて」 

・令和６年８月15日健生食輸発0815第１号 

「フランス産ナチュラルチーズの取扱いについて」 

 


